
あなたの教員免許状、使えます！
～休眠状態、失効してしまった教員免許状について～

令和４年７月１日の免許法の一部改正により、免許更新制が廃止
されました。
それに伴い、現在教職員として勤務している方の免許状も、今まで教

職員の仕事に就かないまま休眠状態になっていた免許状も、自動的に有
効期限のない免許状に変わり、いつでも使用可能となりました。
また、一部失効した免許についても、所定の手続きにより、再度発行

することが可能となりました。
この機会に、休眠状態や失効していた御自分の教員免許状を生かした

いとお考えの方は、いつでも御連絡ください。

「常勤で働きたいけど・・」

「学校で働いた経験はないけど・・」「まだ子育て中だけど・・」

「しばらくブランクがあるけど・・」「非常勤なら大丈夫だけど・・」

「今すぐには始められないけど・・」
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「有効期限や修了確認期限が過ぎてるけど・・・」


